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な
ぜ
、
過
疎
地
寺
院
を
問
題
と
す
る
の
か

日
蓮
宗
で
は
四
年
ご
と
に
「
日
蓮
宗
宗
勢
調
査
」

を
実
施
し
て
き
た
。

そ
の
報
告
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
過
疎
化
現
象
を

要
因
と
し
て
寺
院
機
能
が
衰
退
し
、
深
刻
な
問
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
問
題

と
は
檀
信
徒
の
減
少
、
寺
族
の
生
活
苦
、
寺
院
の

後
継
者
難
、
建
造
物
の
維
持
困
難
等
で
あ
り
、
末

期
的
に
は
寺
院
の
崩
壊
に
至
る
事
で
あ
る
。

福
井
県
で
は
半
数
の
寺
院
で
後
継
者
の
見
通
し

が
立
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
日
蓮
聖
人
生
誕
の
地

で
あ
り
、
か
つ
て
檀
林
の
栄
え
た
千
葉
、
棲
神
の

地
で
あ
る
身
延
山
周
辺
で
も
窮
状
は
際
立
っ
て
い

る
○

日
蓮
宗
寺
院
の
所
在
は
、
急
速
な
工
業
の
発
達

に
伴
う
人
口
の
移
動
に
対
応
で
き
ず
、
現
在
そ
の

過
半
数
が
農
漁
村
に
所
在
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

社
会
構
造
の
変
革
に
よ
る
人
口
分
布
と
、
寺
院

の
分
布
と
が
ち
ぐ
は
ぐ
と
な
り
、
日
蓮
宗
寺
院
が

社
会
の
中
で
、
遊
離
し
た
状
態
を
ま
ね
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
過
疎
地
寺
院
問
題

は
一
部
寺
院
の
特
殊
な
現
象
と
し
て
肥
え
る
べ
き

で
は
な
い
。

今
後
、
宗
門
と
し
て
何
ら
か
の
対
応
が
と
ら
れ

な
い
な
ら
ば
、
実
質
的
に
日
蓮
宗
五
千
力
寺
は
三

千
力
寺
に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ

る
。過

疎
地
寺
院
問
題
は
昭
和
三
八
年
の
宗
会
で
取

り
あ
げ
ら
れ
て
以
来
、
屡
々
論
議
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
実
態
は
当
事
者
以
外
に
は
広
く
知
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
宗
門
か
ら
公
に
さ
れ
て
い
る
資
料
と
実

態
と
が
一
致
し
な
い
こ
と
も
窺
知
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所

(
以
下
、
現
宗
研
)
で
は
「
寺
院
実
態
調
査
」
の
一

環
と
し
て
、
昭
和
四
二
年
よ
り
「
過
疎
地
寺
院
調

査
」
を
実
施
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
調
査
報
告
は
『
現
代
宗
教
研
究
』
誌

上
に
発
表
さ
れ
た
が
、
研
究
誌
と
し
て
の
性
格
か

ら
一
部
の
関
心
の
あ
る
人
々
に
し
か
読
ま
れ
て
い

な
い
。こ

こ
に
改
め
て
『
現
代
宗
教
研
究
』
別
冊
と
し

て
宗
門
各
位
に
こ
れ
を
お
届
け
す
る
の
は
、
日
蓮

宗
過
疎
地
寺
院
の
概
要
が
把
握
で
き
た
こ
と
と
、

現
在
宗
門
運
動
と
し
て
展
開
し
て
い
る
「
お
題
目

総
弘
通
運
動
」
を
推
進
す
る
上
で
、
是
非
共
こ
の

報
告
を
踏
ま
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

寺
院
を
ど
う
す
る
か
を
新
案
す
る
前
に
、
ど
う

あ
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
を
自
省
し
な
く
で
は
な
る

ま
い
。過

疎
問
題
は
時
流
、
国
策
等
に
よ
る
産
業
構
造

の
変
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
社
会
現
象
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
う
諸
問
題
は
、
我
々
宗
門

八
、
一
人
ひ
と
り
の
信
仰
的
課
題
で
あ
る
。

五
千
力
寺
が
実
質
三
千
力
寺
に
減
少
す
る
現
実

都
市
か
ら
地
方
に
及
ぶ
新
宗
教
の
勢
力
の
拡
大

寺
院
活
動
の
形
骸
化

こ
う
し
た
現
状
を
直
視
す
る
と
き
、
日
蓮
一
門

と
し
て
は
当
然
の
教
義
・
信
条
を
忘
失
し
た
僧
侶

自
ら
の
存
在
に
気
づ
か
さ
れ
、

五
誌
判
に
基
づ
く
社
会
分
析
の
不
足

時
代
に
対
応
す
る
教
化
の
欠
如

仏
国
建
立
と
い
う
布
教
本
来
の
目
的
の
喪
失

に
教
団
と
し
て
何
の
対
応
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
愕
然
と
す
る
。

未
来
と
は
い
わ
ず
、
明
日
の
宗
門
を
展
望
す
る

上
で
、
過
疎
問
題
は
重
く
、
全
宗
門
的
宿
題
で
あ

る
と
考
え
る
。

調
査
日
的

調
査
の
目
的
は
直
接
的
に
は
過
疎
地
寺
院
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
抱
え
て
い
る
問
題
点
の

解
決
に
寄
与
す
る
た
め
で
あ
る
。
更
に
は
問
題
点

の
解
析
に
よ
っ
て
、

一
、
本
来
の
寺
院
の
あ
る
べ
き
姿
を
知
り
、

二
、
歴
史
的
経
緯
の
延
長
線
上
に
近
未
来
の
寺

院
の
有
様
を
予
想
し
、

三
、
寺
院
の
今
後
の
有
る
べ
き
姿
を
示
唆
す
る

こ
と
、

が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
が
と
考
え
る
。

調
査
経
過

〃
過
疎
〃
の
問
題
が
日
蓮
宗
門
と
し
て
問
題
と
さ

れ
た
の
は
昭
和
三
八
年
に
遡
る
。
こ
の
年
の
第
十

三
宗
会
に
お
い
て
小
原
正
泰
議
員
が
農
村
寺
院
対

策
に
つ
い
て
宗
務
内
局
に
対
し
て
、
そ
の
対
策
の

急
務
で
あ
る
こ
と
を
質
問
し
て
い
る
。
次
い
で
昭

和
四
〇
年
の
第
十
七
宗
会
に
お
い
で
も
火
急
の
対

応
を
要
望
し
て
い
る
。
そ
の
切
実
な
訴
え
の
帰
趨

は
現
在
の
農
・
漁
・
山
村
寺
院
に
と
っ
て
も
大
差

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
参
考
の
た
め
そ
の
要
旨

を
転
戦
し
て
お
く
。

本
案
五
千
の
寺
院
の
う
ち
半
数
が
農
村
寺

院
で
あ
り
ま
す
が
、
高
度
成
長
の
し
わ
よ
せ

が
農
村
に
集
中
し
て
お
り
、
池
田
内
閣
の
農

村
戸
数
を
三
分
の
一
に
へ
ら
す
と
い
う
政
策

で
次
男
・
三
男
は
お
ろ
か
、
長
男
ま
で
が
都

市
に
転
入
し
、
農
村
の
戸
数
は
減
少
し
て
お

り
ま
す
。
耕
作
は
婦
人
労
働
に
負
わ
さ
れ
、

農
村
経
済
は
逼
迫
し
て
い
ま
す
。
農
村
寺
院

は
従
来
、
農
地
の
果
実
に
よ
っ
て
経
営
し
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
財
源
は
戦
後
の
農

地
改
革
に
よ
っ
て
根
本
的
に
く
つ
が
え
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
農
村
寺
院
の
構
造
的

改
革
、
体
質
の
改
善
な
し
に
は
、
布
教
異
学

の
振
興
も
実
を
結
び
ま
せ
ん
。

農
村
寺
院
の
生
活
は
気
息
奄
々
た
る
も
の

が
あ
り
、
千
葉
県
の
如
き
は
一
寺
の
檀
家
の

数
は
十
数
軒
、
ひ
ど
い
の
は
数
軒
で
あ
り
、

住
職
は
殆
ど
兼
職
と
し
て
役
場
の
書
記
や
学

校
教
師
か
ら
、
中
に
は
都
会
に
出
か
せ
ぎ
に

出
て
い
る
者
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状

態
で
果
た
し
て
農
村
の
布
教
異
学
が
実
を
結

ぶ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
最

近
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
檀
家
六
軒
の
寺

の
住
職
が
遷
化
し
ま
し
た
が
、
金
が
な
い
た

め
葬
式
も
出
せ
ま
せ
ん
。

五
百
戸
の
部
落
に
十
力
寺
か
ら
十
三
力
寺

と
い
う
よ
う
な
場
所
で
あ
り
ま
し
て
、
檀
家

は
合
併
を
心
か
ら
望
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ

に
対
す
る
宗
門
の
確
固
た
る
指
示
が
な
い
た

め
、
寺
は
あ
っ
て
も
有
名
無
実
と
な
り
荒
廃

に
ま
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
態



に
あ
る
寺
院
を
宗
門
布
教
伝
道
の
拠
点
と
し

て
維
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
都
市
、
団

地
に
移
転
し
て
新
天
地
を
開
拓
さ
せ
る
の
が

宗
門
発
展
の
道
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
。

こ
こ
に
報
告
さ
れ
て
い
る
客
観
的
状
況
は
様
々

な
問
題
を
宗
門
に
投
げ
か
け
、
当
時
準
備
し
て
い

た
「
護
法
会
」
で
こ
れ
を
受
け
止
め
て
、
検
討
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
具
体
的
始
動
は
な
さ
れ

な
か
っ
た
。

昭
和
三
九
年
、
現
宗
所
は
こ
う
し
た
状
況
下
に

設
置
さ
れ
る
が
、
早
く
も
機
関
誌
で
あ
る
『
新
報
』

一
号
に

「
日
蓮
宗
寺
院
実
態
調
査
」
を
調
査
テ
ー

マ
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

過
疎
そ
の
も
の
を
取
り
あ
げ
た
も
の
で
は
な
く
、

過
疎
地
寺
院
の
調
査
が
実
際
に
開
始
さ
れ
た
の
は

昭
和
五
八
年
の
山
梨
県
早
川
町
を
嗜
矢
と
し
、
昭

和
六
三
年
ま
で
六
年
間
に
わ
た
り
継
続
し
て
調
査

さ
れ
た
。

調
査
地
域

調
査
対
象
と
な
っ
た
過
疎
地
寺
院
の
所
在
は
北

海
道
の
利
尻
・
礼
文
島
か
ら
島
根
県
の
大
田
市
・

横
田
町
に
至
る
十
の
地
域
で
あ
る
。

こ
の
調
査
当
該
地
の
決
定
は
調
査
に
当
た
っ
て

あ
ら
か
じ
め
予
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
調
査
の

進
展
と
、
調
査
報
告
に
対
す
る
反
響
に
伴
っ
て
順

次
、
要
請
さ
れ
て
十
地
域
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

調
査
地
域
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
で
定
め

た
過
疎
指
定
地
域
に
多
く
所
在
し
、
千
葉
・
山
梨

を
除
く
他
の
調
査
地
域
は
日
本
海
側
、
所
謂
裏
日

本
に
位
置
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
関
連
を
知
る
上
で
、
昭
和
五
九
年
度

の
過
疎
指
定
地
域
の
寺
院
所
在
を
グ
ラ
フ
(
図
表
I

-
A
・
B
)
で
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

図表1 - B
過疎指定地域の寺院所在

上段: 実数 下段ヨコ比率( %)
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調
査
方
法

調
査
方
法
は
現
宗
研
メ
ン
バ
ー
で
そ
の
つ
ど
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
み
、
調
査
項
目
を
次
の
よ
う
に

設
定
し
た
。
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住
職
・
代
務
者
の
在
不
在

住
職
寺
・
代
務
寺
・
無
住
職
等
、
寺
院
経

営
の
状
況

兼
職
・
兼
務
等
、
住
職
以
外
の
就
業
状
況

寺
族
の
生
活
状
況
、
収
入
等

後
継
者
の
状
況

寺
院
護
持
の
実
情
、
将
来
の
見
通
し
等

檀
家
の
増
減
・
移
動
、
家
族
構
成
等
、
檀

家
の
現
況
と
変
動

教
化
活
動
に
関
し
て
、
過
疎
化
以
前
と
現

在
の
活
動
状
況
、
年
中
行
事
、
信
行
会
等

調
査
地
域
内
の
他
宗
寺
院
の
様
相

調
査
地
域
内
の
町
勢
資
料
等
過
疎
問
題
に

関
す
る
一
般
資
料
の
収
集
と
分
析
、
地
域

社
会
の
変
動
等

過
疎
地
寺
院
の
過
疎
対
策
の
実
情

0 %

過疎指定週閥強 調\ \ 域\ 通∴i 域 
不明 計.  

∴∴∴∴:  
5 0 7 5  1 2  1 3 7  

3 6 , 5 5 4 . 7  8 . 8  1 0 0 . 0  

∵葉 音総 
5 5 1 6 7  1 4  2 3 6  

2 3 , 3 7 0 . 8  ( ㍉9  1 0 0 . 0  

: ∴∴∴:  
1 0 1 6 5  1 8  同3  

5 . 2 8 5 . 5  9 . 3  1 0 0 . 0  

: ∴ ∴∵:  
8 5 3 3 3  4 7  4 6 5  

1 8 . 3 7 1 , 6  1 0 . 1  1 0 0 , 0  

∴忠∴束子 
9 3 5 0  5 4  4 1 3  

2 , 2 8 4 . 7  1 3 , 1  1 0 0 . 0  

言や: 奈川 
1 1 2 4 5  1 7  2 7 3  

4 . 0 8 9 . 7  6 . 2  1 0 0 . 0  

言醸∴言問 
2 4 2 7 8  2 4  3 2 6  

7 . 4 8 5 . 3  7 . 4  1 0 0 . 0  

子中 ∴真言 
1 1 4 1 9 1  2 3  3 2 8  

3 4 . 8 5 8 . 2  7 . 0  1 0 0 . 0  

: ∴: ∴∴ 
2 8 2 6 0  3 1  3 1 9  

8 . 8 8 1 . 5  9 . 7  1 0 0 . 0  

音羅∴塵∴ 4 2 2 2 6  2 4  2 9 2  

1 4 . 4 7 7 . 4  8 . 2  1 0 0 . 0  

: 寓西言直;  
3 2 2 0 2  2 8  2 6 2  

1 2 . 2 7 7 . 1  1 0 . 7  1 0 0 . 0  

∴∵∴∴∴∴ 
2 5 3 1 3  2 6  3 6 4  

6 . 9 8 6 . 0  7 . 1  1 0 0 . 0  

: ∴∴∴:  5 8 2 6 8  2 4  3 5 0  

1 6 . 6 7 6 . 6  6 . 9  1 0 0 . 0  

子中 ∴高言 
9 4 3 1 1  4 5  4 5 0  

2 0 . 9 6 9 . 1  1 0 . 0  1 0 0 . 0  

番/ 嘲言 2 4  2  8  

2 5 , 0 5 0 . 0  2 5 . 0  1 0 0 . 0  

∴∵・・. 鞠:  
6 3 9 3 3 8 8  3 8 9  4 4 1 6  

1 4 . 5 7 6 . 7  8 , 8  1 0 0 . 0  

は
、
過
疎
地
寺
院
の
宗
門
へ
の
要
望

調
査
は
こ
の
項
目
に
添
っ
て
現
地
に
お
け
る
聴

き
取
り
調
査
を
中
心
と
し
て
進
め
た
。

聴
取
は
、
調
査
寺
院
の
住
職
、
代
務
官
、
檀
家
、

宗
務
所
長
、
同
地
域
の
他
宗
寺
院
住
職
に
及
ん
だ
。

特
に
聴
取
に
当
た
り
留
意
し
た
点
は
、

-
、
檀
信
徒
が
寺
院
を
ど
う
見
、
将
来
を
ど
う

考
え
て
い
る
か

2
、
若
い
僧
侶
の
考
え
方
が
ど
こ
に
あ
る
か

3
、
過
疎
地
に
あ
っ
て
発
展
し
て
い
る
寺
院
の

組
織
形
態
、
活
動
状
況

等
で
あ
る
。
こ
れ
は
寺
院
は
僧
と
俗
の
両
輪
に
よ

っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
と
、
将
来

を
担
う
若
人
に
焦
点
を
当
て
た
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
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